
 
 

令和２年度 第１回差別事象検討小委員会 
 
 
 

日 時 令和２年８月６日(木) 午後１時００分～２時００分 
場 所 鳥取県庁 本庁舎１階 講堂 

 
 
 
 
  １ 開 会 
 
 
 
  ２ 挨 拶 
 
 
 
  ３ 議 事 
 
    (１) 会議の公開、非公開について 
 
  （２）新型コロナウイルス感染症に係る差別や偏見への対応について 

 
   (３) 市町村等から報告のあった差別事象について 
 
 
  ４ その他 
 
 
 
  ５ 閉 会 
 
 



鳥取県人権尊重の社会づくり協議会 

差別事象検討小委員会 

 
【委員】         任期：平成 31 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで 

氏 名 所属・活動等 出欠 

 荒
あら

益
ます

 正信
まさのぶ

 鳥取県人権教育アドバイザー ○ 

薛
そる

  末
まる

子
ちゃ

 元鳥取県立図書館環日本海交流室長 × 

中井
なかい

  浩
ひろし

 鳥取県ケータイ・インターネット教育推進員 ○ 

中尾
なかお

 美千代
み ち よ

 部落解放同盟県連 前執行委員  ○ 

吉岡
よしおか

 伸
のぶ

幸
ゆき

 鳥取あおぞら法律事務所 弁護士 ○ 

５名：(５０音順) 
 
【事務局】 

氏 名 所属・職名 備 考 

安本 俊夫  人権局 局長  

谷口 明美 人権局 人権・同和対策課長 
 

長池 真由美 人権局 人権・同和対策課 同和対策担当 課長補佐 
 

古川 麻祐子 人権局 人権・同和対策課 同和対策担当 係長 
 

 

【差別事象検討小委員会の概要】 

差別事象への対応の検討をより一層進めるため、平成 23 年 12 月に鳥取県人権尊重の

社会づくり協議会の小委員会として差別事象検討小委員会を設置している。 
 
■目的： 鳥取県内で発生した同和問題など人権に係る差別事象の正確な実態把握と原因や

背景の分析及び対応策並びに今後の効果的な啓発方法の検討を行う。 

■位置づけ： 人権課題について広くかつ専門的に議論いただいている鳥取県人権尊重の社会づく
り協議会の小委員会と位置づける。 

■委員： 近年の新たな人権問題であるインターネット上の人権問題に詳しい委員や、現場に
密着した法律家、活動の実践者や有識者で構成するとともに、活動に機動性を持た
せるため、26 名の協議会委員のうちの一部の委員で組織する。 

■その他： 検討結果を上部の組織である協議会へ報告する。 



 
○鳥取県人権尊重の社会づくり条例 

 
平成 8 年 7 月 9 日 

鳥取県条例第 15 号 
 
 鳥取県人権尊重の社会づくり条例をここに公布する。 
 
   鳥取県人権尊重の社会づくり条例 
 
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等
であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、
人類普遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、かつ、法の下の平等及び基本
的人権の保障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。 
 この理念の下に、お互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別
と偏見のない社会が実現されなければならない。 
 ここに、我々鳥取県に暮らすすべての者は、豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育
んできたふるさと鳥取の地で、共に力を合わせてこの使命を達成することを決意し、
真に人権が尊重される社会とするため、この条例を制定する。 
 
 (目的) 
第 1 条 この条例は、人権尊重に関し、県、市町村及び県内に暮らすすべての者の果

たすべき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることに
より、同和問題、女性の人権に関する問題、障害者の人権に関する問題などの人権
に関する問題への取組みを推進し、差別のない真に人権が尊重される社会づくりを
図ることを目的とする。 

 
 (県の責務) 
第 2 条 県は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下

「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、県行政のあらゆる分野で人権
に配慮し、人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚を 促進しなけ
ればならない。 

2 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町村及び関係団体と連携協力しな
ければならない。 

3 県は、市町村が実施する人権施策について、必要な助言その他の支援を行うものと
する。 

 
 (市町村の責務) 
第 3 条 市町村は、県が実施する人権施策に協力するとともに、自らの行政分野で人

権尊重に配慮し、人権意識の醸成及び高揚に努めなければならない。 
 
 (県内に暮らすすべての者の責務) 
第 4 条 県内に暮らすすべての者は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づ

くりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、県が実施す
る人権施策に協力しなければならない。 

 
 (基本方針) 
第 5 条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となるべき方

針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。 
 
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 (1) 人権尊重の基本理念 
 (2) 人権に関する意識の高揚に関すること。 
 (3) 差別実態の解消に向けた施策に関すること。 

資料１ 



 (4) 相談支援体制に関すること。 
 (5) 前 3 号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要な施策に  

関すること。 
 (6) 同和問題、女性の人権に関する問題、障害者の人権に関する問題などの人権に

関する問題における分野ごとの施策に関すること。 
 (7) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 
 
 (人権に関する相談) 
第 6 条 知事は、人権尊重の社会づくりを推進するため、人権相談窓口(県民の人権に

関する各般の問題につき、相談に応じるとともに、相談をした者(以下「相談者」と
いう。)への支援を行うための窓口をいう。以下同じ。)を設置する。 

2 知事は、人権相談窓口において人権に関する相談を受けたときは、専門的知見を活
用しながらその相談に応じるとともに、その当事者の相互理解と自主的な取組による
解決を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。 

 (1) 相談者への助言 
 (2) 国、県、市町村等が設置する相談機関(人権に関する相談、助言、苦情処理等

を専門的に行う機関をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)
の紹介 

 (3) 関係機関と連携した相談者の支援 
 (4) その他相談者及び関係機関に対する必要な支援 
3 知事は、前項の支援を円滑に行うため、関係機関との緊密な連携の確保に努めるも
のとする。 

4 前 3 項に定めるもののほか、人権相談窓口の運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。 

 
 (鳥取県人権尊重の社会づくり協議会) 
第 7 条 人権施策基本方針その他人権施策に県内に暮らすすべての者の意見を反映さ

せるため、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、
鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

2 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、協議会の意見を聴
くものとする。 

3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることが
できる。 

 
第 8 条 協議会は、委員 26 人以内で組織する。 
2 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 
3 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

4 委員は、再任されることができる。 
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
める。 

 
   附 則 
 この条例は、平成 8 年 8 月 1 日から施行する。 
 
   附 則(平成 21 年条例第 14 号) 
 (施行期日) 
1 この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
 (鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正) 
2 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)の一部

を次のように改正する。～〔次のよう〕略～ 
 



 
○鳥取県人権尊重の社会づくり協議会規則 

 
平成 8 年 7 月 26 日 
鳥取県規則第 56 号 

 
 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会規則をここに公布する。 
 
   鳥取県人権尊重の社会づくり協議会規則 
 
 (趣旨) 
第 1 条 この規則は、鳥取県人権尊重の社会づくり条例(平成 8 年鳥取県条例第 15 号)

第 8 条第 5 項の規定に基づき、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」
という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
 (会長) 
第 2 条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
2 会長は、会務を総理する。 
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。 
 
 (会議) 
第 3 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
2 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
 
 (小委員会) 
第 4 条 協議会に、専門の事項を調査検討させるため必要があるときは、小委員会を

置くことができる。 
2 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。 
3 前 2 条の規定は、小委員会に準用する。 
 
 (雑則) 
第 5 条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 
 
   附 則 
 この規則は、平成 8 年 8 月 1 日から施行する。 
 
   附 則(平成 21 年規則第 19 号)抄 
 (施行期日) 
1 この規則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
 



 
○鳥取県情報公開条例(抄) 
 
 
第 4 章 情報公開の一層の推進 
 
 (情報公開の一層の推進) 
第 34 条 実施機関は、この条例の目的にかんがみ、公文書の開示をするほか、県民に

対し、必要な情報を分かりやすく、積極的に提供するよう努め、情報公開の一層の
推進を図るものとする。 

 
 (情報提供施策の充実等) 
第 35 条 実施機関は、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、 
 広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を

活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるも
のとする。 

 
 (計画等の積極的な公開) 
第 36 条 実施機関は、重要な計画、事業等について、進行状況その他の情報の公開を

積極的に行い、県民の理解と協力を深めるよう努めるものとする。 
 
 (会議の公開) 
第 37 条 実施機関の附属機関その他これに類する会議は、公開するものとする。 
 ただし、法令等の規定により公開することができないとされているとき及び次に掲

げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。 
 (1) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する

場合 
 (2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支   

障が生ずると認められる場合 
 
2 知事は、会議の公開に関し準拠すべき指針を定め、これを公表するものとする。 
 

資料２ 



○審議会等の会議の公開に関し準拠すべき指針 
 

平成 12 年 3 月 31 日 
鳥取県告示第 218 号 

 
 鳥取県情報公開条例(平成 12 年鳥取県条例第 2 号)第 37 条第 2 項の規定に基づき、
次のとおり会議の公開に関し準拠すべき指針を定めたので、告示する。 
 
   審議会等の会議の公開に関し準拠すべき指針 
 
1 趣旨 
  この指針は、鳥取県情報公開条例(平成 12 年鳥取県条例第 2 号。以下「公開条例」

という。)第 37 条第 2 項の規定に基づき、実施機関の附属機関その他これに類する
会議(以下「審議会等」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
2 対象となる審議会等 
  この指針の対象となる審議会等は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 
 条の 4 第 3 項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類する会議とする。 
 
3 会議の公開 
  審議会等の会議は、公開とする。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)
の規定により公開することができないとされているとき及び次のいずれかに該当す
る場合であって 4 により当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。 

 (1) 公開条例第 9 条第 2 項各号に掲げる情報が含まれる事項について、審議、 
   審査、調査等を行う場合 
 (2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支 
   障が生ずると認められる場合 
 
4 例外として会議を非公開とする場合の手続等 
 (1) 審議会等の長は、当該審議会等の会議が 3 の(1)又は(2)に該当する場合(当該

会議中に 3 の(1)又は(2)に該当するに至った場合を含む。)であって、当該会議
を非公開とすることが適当であると認めるときは、当該会議に諮って非公開の決
定を行うものとする。 

 (2) 審議会等は、(1)により会議の非公開を決定しようとする場合において、3 の
(1)又は(2)に該当する部分とそれ以外の部分を分割して審議することができる
ときは、当該 3 の(1)又は(2)に該当する部分に係る会議のみについて非公開の決
定をし、それ以外の部分に係る会議は、公開しなければならない。 

 (3) 審議会等は、その会議の全部又は一部を非公開とすることを決定したときは、
その理由を明らかにしなければならない。 

 
5 公開の方法等 
 (1) 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認め

ることにより行う。 
 (2) 審議会等は、会議の傍聴を認める者の定員をあらかじめ定めるとともに、傍聴

者全員が傍聴することのできる傍聴席を設けなければならない。 
 (3) 審議会等は、会議の傍聴者が会議資料を閲覧できるようにしなければならな

い。 
 (4) 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよ

う、傍聴に係る手続及び遵守事項を定めるものとする。 
 

～ 以 下 略 ～ 



 
○審議会等の会議の公開に関し準拠すべき指針の解釈及び運用について 
 
                       平成１２年４月１日制定 
                       総 務 部 長 通 知 
                       平成１５年２月２５日改正 
                       総 務 部 長 通 知 
                       平成２５年３月２３日改正 
                       未来づくり推進局長通知 
                       平成２５年１１月１８日改正 
                       未来づくり推進局長通知 
 
１ 指針の趣旨について 

審議会等の会議は、県の各種施策の企画立案又は執行の過程において重要な役割
を果たしていることから、鳥取県情報公開条例（平成１２年鳥取県条例第２号。以
下「条例」という。）第３７条第１項において会議の公開について規定し、会議に
おける審議等の状況を明らかにすることにより、県民参加による開かれた公正な県
政を推進することとしている。条例３７条第２項の規定により規定された審議会等
の会議の公開に関し準拠すべき指針（平成１２年鳥取県告示第２１８号。以下「指
針」という。）は、その基本方針を示したものである。 

 
２ 対象となる審議会等について 
（１）指針２の地方自治法第１３８条の４第３項の「附属機関」とは、鳥取県附属機

関条例（平成２５年鳥取県条例第５３号）第２条の規定により設置された附属機
関をいう。 

 
（２）指針２の「これに類する会議」とは、（１）以外に実施機関が設置する審議、

審査、調査等を行うため、県民、学識経験者等を構成員とする会議をいい、実施
機関の内部会議、事業関係者等との打ち合わせ会議等は含まない。 

 
３ 会議の公開について 

条例第９条第１項では、県の保有する公文書の公開を定めている。ただし、同条
第２項により法令等の規定により公開することができないときなどについては、公
文書の開示をしないこととしている。審議会等の会議についても、条例第３７条第
１項により、これを原則公開とし、ただし、法令等の規定により公開することがで
きないときなど一定の場合には、当該会議を非公開とすることとしている。指針３
は、そのことを確認したものであり、その趣旨は次のとおりである。 

 
（１）指針３の法令等の規定により会議を公開することができない場合における法令

等とは、法律、政令、省令及び条例をいう。審議会等は法令等を遵守する義務が
あり、それらに公開することができないことが定められている場合には、当該会
議を公開することができないことを確認したものである。 

（２）指針３の（１）は、条例第９条第２項各号に定める情報（以下「非開示情報」
という。）に該当すると認められる事項について審議等を行う場合であって、当
該会議で公開しないと決定したときは、非公開とすることとしたものである。こ
れは、公文書の開示請求においては開示しないとされている事項について公開の
場で審議等を行うことは、条例の趣旨に反し適当ではないためである。その非公
開の決定は公文書の場合と同様厳格に行い、その決定は真にやむを得ない理由が
ある場合に限られる。 



 
（３）指針３の(２)は、会議における公正かつ円滑な議事運営を確保するため、必要

な場合には、公開しないというものである。これは、審議事項等の内容によって
は、会議を公開した場合に、審議妨害や委員に対する圧力等が加えられたり、公
正又は円滑な議事運営が著しく阻害されて、その結果として県全体の利益が損な
われることがあり得るためである。したがって、議事運営に著しい支障が生じる
ことが相当確実に予想される場合であって、当該会議で公開しないことを決定し
たときに限り適用するものであり、その運用は厳格に行う必要がある。 

 
４ 例外として会議を非公開とする場合の手続等について 
（１）指針４の(１)により、法令等の規定により公開できないときを除き、会議の非

公開は、当該審議会等がその会議において決定しなければならないとしている。
これは、審議会等としての独立性を尊重するとの観点から、審議等の結果に一義
的な責任を有する当該審議会等が自らの責任において決定すべきであるためであ
る。 

（２）指針４の(２)により、一つの会議で公開する部分と非公開とする部分を分割し
て審議することができる場合は、非公開とする部分に係る会議のみについて非公
開の決定をし、それ以外の部分の会議については公開しなければならないとして
いる。これは、会議のうち非公開とする部分以外については、原則公開の立場か
ら、公開しなければならないというものである。 

（３）指針４の(３)により、審議会等が会議を公開しないことを決定した場合は、そ
の理由を明らかにしなければならないとしている。これは、審議会等がその会議
を非公開とすることについて責任を持って判断したことを明らかにするととも
に、その判断の公正さを担保しようとするものである。 

（４）会議の非公開の決定に当たっては、次により行うこととする。 
ア 新たに設置される審議会等については、最初の会議において決定するものと

する。 
なお、非公開の決定は、審議会等が、非公開とする場合の事務の内容又は審

議事項等及び非公開とする理由を明らかにした上で行わなければならない。 
イ 非公開に関して決定された内容については、文書で明らかにしておくことと

する。 
ウ 非公開を決定した後に新たに審議する事項が追加される等の理由により、新

たに非公開の決定を行うべき事情が生じたときは、審議会等は、その都度、会
議において非公開を決定しなければならない。 

エ 一つの会議で公開する部分と非公開とする部分が存することとなる場合は、
原則として公開とする部分の審議が終了してから非公開とする部分の審議を行
うものとする。 

オ 実施機関は、非公開の決定について、県民課に報告することとする。 
 
 

～ 以 下 略 ～ 
 



 

新型コロナウイルス感染症に係る差別や偏見の状況把握 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上記は主な分類であり、この他にも被害を受けている又は受ける可能性はある 

 
 

上記の対象者に係る差別や偏見の状況を以下の方法で把握 

① インターネットサーベイランス 

② 県⺠の声及び新型コロナ総合相談窓口 

③ 人権相談窓口 

④ 新聞記事 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑤ 

④ 

③ 

② 

感染者 
（回復者を含む） 

感染者の家族等 

医療従事者 

運送業者 

濃厚接触者や 
疑いをかけられた人、 
他都道府県出身者や 
みなされた人 

感染者が出た 
職場や学校等 

帰国者 

中国や海外に 
ルーツがある人 

（2020 年 5 月 23 日 部落解放・人権研究所主催 新型コロナ差別を考えるシンポジウム） 
反差別・人権研究所みえ 松村元樹 氏「感染症に関する直接・関連差別」講演資料より 

資料３－１ 

直接・関連差別の対象者 

① 



   

新型コロナウイルス感染症に関する差別事象等の発生状況（2020.8.5 現在） 

時期 事態の推移 
県内における 
患者発生状況 

県内の動き 

差別事象等の発生
（下線：ネット書込） 

県民の声 

4月 

 
 4/7 緊急事態宣言（7 府県） 
 
 
 4/10 県内初の患者発生  
 
 
 4/16 緊急事態宣言（全国） 

 
 
 
 
4/10 ① 
 
 
 
4/18 ②③ 

 
 
 
虚偽情報（患者以外） 
 
 
 
 
虚偽情報（②関係） 

 
（未発生時点） 
「感染者が発生し
た時の差別が心配」 
 
「姫路ナンバーお
断りの店があった」 
 
「県外者の来県を
抑止してほしい。」
（4 月：109 件） 
 

5月 

 
5/14 緊急事態宣言解除 
    （鳥取県等 39 県）     
 
5/21 緊急事態宣言解除 
    （関西 3 府県） 
 
5/25 緊急事態宣言解除 
    （全国） 
 

  
 
姫路ナンバー車に対
し①スプレーで「は
よ帰れ」と落書きさ
れる、②「自粛しろ」
との紙を貼られる、
③煽り運転をされる
（4 月～5 月） 

（県内在住で県外
ナンバー車の方2名
より）①「ステッカ
ーの配布を望む」②
「ステッカーより
啓発を」 
 
「県外者の来県を
抑止してほしい」（5
月：9 件） 

6月 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
姫路ナンバー車がナ
ンバープレートを折
り曲げられる（6 月下
旬） 
 

 
 
 
 
「県外者の来県を
抑止してほしい」（6
月：1 件） 

7月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
県版新型コロナ警報 
（東部 7/29～8/16） 
（全県 7/30～8/16） 
※重点地域：東部、中部 

 
7/ 2 ④ 
 
 
7/12 ⑤ 
 
7/25 ⑥ 
 
7/28 ⑦⑧ 
 
7/29 ⑨⑩ 
7/30 ⑪ 
7/31 ⑫～⑮ 
 

 
氏名等個人情報掲
示、虚偽情報、誹謗中
傷等（④関係）（多数） 
 
 
虚偽情報（⑥関係） 
 
誹謗中傷、個人氏名
の書込み期待の煽り
（⑦⑧関係） 
 
 

 
県外ナンバー車へ
の嫌がらせについ
て、「取り締まり」
「啓発」「県外者へ
の歓迎メッセージ」
等の対策をしてほ
しい」（4 名（うち 2
名は県外の方）） 
 
「県外車を県内に
入れないでほしい」
（7 月：1 件） 

8月 

  
8/ 1 ⑯ 
8/ 2 ⑰⑱ 
8/ 4 ⑲ 

 
虚偽情報（⑫関係） 
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日 媒体 内容 事実確認

4月10日（金） ツイッターへの投稿

 姫路の人で北イオンで働いている人
がコロナで中央病院に隔離中。姫路県
人だけ生活圏は鳥取市中央病院の薬剤
師さんからの情報だから確かな情報だ
と思われる。

 確認した結果、そのような事実はあり
ません。

4月21日（火） コミュニティサイト

 2例目の米子市の感染者情報につい
て、特定企業名の社員であると名指し
で掲示 されている。

（当該特定企業の関係者という）そのよ
うな事実はありません。正確な情報など
に基づき冷静に行動し、デマ情報、不確
かな情報に惑わされることのないように
お願いします。

7月７日（火） コミュニティサイト

 県内４例目となる鳥取市の感染者に
ついて、同サイト内でデマや誹謗・中
傷が掲 示されている。

 正確な情報などに基づき冷静に行動
し、デマ情報、不確かな情報に惑わされ
ることのないようにお願いします。
 また、感染者御本人及びその御家族を
傷つけるような誹謗、中傷は決して許さ
れるものではなく、日本国憲法で保障さ
れる基本的人権を侵害する行為です。

7月29日（水）
 〜30日（⽊）

コミュニティサイト

 県内６例目の感染者について、特定
企業名の社員であると掲示されてい
る。

 そのような事実はありません。正確な
情報に基づき冷静に行動し、デマ情報、
不確かな情報に惑わされることのないよ
うにお願いします。

7月29日（水）
コミュニティサイト
及びツイッター

 県内７、８例目の感染者について、
不確かな情報に基づく誹謗・中傷が投
稿されている。

 誤った情報により感染者を傷つけるよ
うな誹謗、中傷は決して許されるもので
はありません。日本国憲法で保障される
基本的人権を侵害する行為です。
 県⺠の皆様には、正確な情報に基づき
冷静に行動し、デマ情報、不確かな情報
に惑わされることのないようにお願いし
ます。

8月3日（月） ー

 県内12例目の感染者に関連して、倉
吉市内のショッピングセンター「パー
プルタウン」で感染者が出た等の情報
が広まっている。

 （パープルタウンで感染者が出たとい
う）そのような事実はありません。正確
な情報などに基づき冷静に行動し、デマ
情報、不確かな情報に惑わされることの
ないようにお願いします。

インターネットサーベイランスの結果

資料３－３



コロナ関係不適切な書き込み（爆サイ 抜粋） 

 

＜本人（家族）を特定し、書き込みを助長＞ 

〇 人騒がせなエロ保育士は何処に住んでいる？ 

〇 住んでるのは□地区。子供が通っているのは□□□中。一時滞在していた実家は□町□□。 

  リスク回避のために、市長はこれくらいは早く公開すべき。 

  あと、保育士の幼児虐待問題はスレチになるの？ 

〇 コロナ四っちゃんの子供達、休学、休園中だってよ。嫁も休職中みたい。 

〇 嫁、子供も同罪 

〇 嫁以外の女で濃厚接触者がいるの 

〇 □□行ってたみたいだなー６０代の人 

〇 どこの誰どこに住んでる会社どこ 

〇 ８号が誰なのか、鳥取県庁のHPの情報を繋ぎ合わせると特定出来るわwww 

 

＜誹謗中傷（攻撃的な書き込み）＞ 

〇 生きているのすごく辛そう。自業自得な人生だね。楽になれ。楽になれ。楽になれ。 

  楽になれ。楽になれ。楽になれ。楽になれ。楽になれ。楽になれ。楽になれ。楽に。 

〇 おやすみ□□。ちゃんと寝る前に青酸カリ飲んだか？ 

〇 あの親にしてこの子あり。□□町の人が言ってたけど、お前だけでなく家族、血筋、DNA、まるごとDQN

なの？ 

〇 まさかお前みんなに勝ってるつもりでいるの？ 

  退院したら□□□□□□□□から妻・子供はいなくなってるんだよ。 

  □□□□□□□に住む両親は首吊ってるんだよ。悪魔を産み落としてしまった責任を取って。 

  イキがっていられるのも今のうち。退院して一歩外に足を踏み出してからどんな世界が待っているか

想像しろ。想像して想像してひたすら興奮していたらいいよ。 

  俺もお前の顔を見るのを楽しみにしてる。一日でも早く会いたい。 

〇 死ねは確かに言い過ぎかな でも死ねしかないよな 死ね死ね死ね死ね死ね！ 

〇 いずれにしてもこの状況で都内に行くのは軽率極まりない馬鹿。これだけリモートなど推奨している

のに会社もアホ。 

 

＜誹謗中傷（悪意のある書き込み）＞ 

〇 顔が割れちゃっているのが今後生きてく上で厄介。 

  このスレで大暴れするからみんな興味本位でブログ読みあさって顔を完全にインプット済なのよ。 

町を歩けば人は逃げる。店に入れば客は皆店を出て、店員に出禁を告げられる。 

  どの保育園に言ってもクラスを外れろと保護者からクレームが来る。車に乗ったら「あら、また島根

で女でも拾うのかしら」と罵られる。これがお前の未来。自分が撒いた種。 

  失言の代償。 

〇 性欲強そうな顔してるもんねあの人 東京で風俗にも行ってたりして 

〇 濃厚接触者のはずの妻子が陰性と聞いて笑いが止まらなかった 子供とスキンシップもなく妻とはキ

スもせず 東京まで行って風俗に移されたと聞いて納得できた? 

〇 ９日の時点で東京に行き１泊してもし夜の街でも行ってりゃ、そりゃ好き好んで感染しに行ったと思

われても仕方がねーべ！ 
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コロナ関連の差別事象等に関連した主な県民の声 

   令和２年８月４日現在 

受付

日 

項目 意見の概要 

4/10 差別事象の発生等 
感染者が出た時の感染者への差別が心配です。感染者が出た時の感

染者への差別が心配です。 

4/23 〃 
県と市から言われて、姫路ナンバーは断っていると言われた。他の

店にも姫路ナンバーお断りと書いてあった。 

5/1 〃 
県外車がスプレーで落書きされると聞きました。再発防止に努めて

ください。 

5/8 〃 
鳥取に住んでいますが、県外ナンバーのため、外出時に恐怖を感じ

ます。ステッカーの配布等、対応をお願いします。 

5/29 啓発の要請等 
県外ナンバー車への差別や嫌がらせをしないよう、県から啓発をお

願いしたいです。 

7/20 〃 

県内で相次ぎ被害があると聞きました。県は呼びかけや厳重な取締

りの実施と、被害者へのメッセージを送るべきではないでしょう

か。 

7/21 〃 
民放テレビ放送を見たが、嫌がらせについて上手く対策してほし

い。 

7/22 〃 
県外車への嫌がらせ行為のニュースなどを見たが、旅行を決断し

た。県民が心無い嫌がらせ行為をしないようお声がけください。 

7/27 〃 
県外ナンバーへの嫌がらせについてニュース報道を見たが、県とし

てどういった対策を行うのか。 

7/30 
ＳＮＳ等における 

誹謗中傷 

あたかも個人を特定させようとするかのような報道に疑問を持つ。 

7/31 〃 
職場までは公開しないほうが良いのではないでしょうか。ＳＮＳ等

において個人の特定が起きています。 

8/4 〃 
関係の無い店の名前が一人歩きし、デマや誹謗中傷の風評被害があ

り、我慢の限界です。立ち寄り店名を公表してください。 

8/4 〃 
差別がおこらないよう、公開する情報について考えてください。 
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コロナウイルス感染症に関する人権相談の概要（令和２年３月１日以降） 

 

人権局人権・同和対策課 

 
分 野 

相談方法 

日  付 
内       容 対応状況 

１ その他 
電話 

４月15日 

県外在住者から、鳥取県内の病院を受診予定だ

ったが、当日の朝、病院から「感染地域からの受

診はご遠慮願います。」との電話があった。 

 院内感染を防ぐ目的なのは理解できるが、「感

染地域」の表現はおかしい。鳥取にも感染者がい

るのに。鳥取県内の医療関係者への指導を求め

る。 

同日医療政策課へ対応を

依頼 
(４月１６日（木） 医療政策課から

以下のとおり回答。 

①差別的な取り扱いはできない旨の

厚生労働省医政局長名文書が発出

（令和元年12月25日付け）②当該

案件は言葉尻の問題はあったかもし

れないが、取り扱いそのものに問題

はない。③病院名等の詳細な情報が

わかれば対応する。) 

２ その他 
電話 

５月11日 

近年、ボランティアで高齢者のお世話をしてい

る。医療機関や介護施設などに出向いてお世話を

することもあり、介護用品の調達の所用で東京に

出かけることもある。 

  ある県内の福祉施設の理事長から「東京に行っ

ていたとは何事か！もうこの施設には来るな！」

と言われた。感染防止には十分に気を使ってきた

のに何故そんなことを言われなければいけない

のか。 

傾聴及び助言 

３ 労働者 
電話 

６月１日 

介護保険施設に勤務している。息子が京都の大

学に入学したが、コロナ問題でアパートの整理も

しないまま鳥取へ帰ってオンライン授業を受け

ていた。緊急事態宣言が解除され大学で授業が始

まるとのことで、上司に説明の上で５月２７日か

ら３日間休暇を取り、改めてアパートの整理等を

行った。 

 ３密に十分留意し、消毒液も持っていき感染防

止に努め、熱も出ていないが、職場に出て上司に

状況報告すると、休暇中の行動内容について非難

され２週間の自宅待機を命じられるとともに、自

宅待機期間中の代替介護士雇用経費についての

不満も口にされ、パワーハラスメントではないか

と感じた。 

 

 

 

傾聴及び助言 

※途中で電話が切れた 
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分 野 

相談方法 

日  付 
内       容 対応状況 

４ 
労働者 

子ども 

電話 

７月７日 

保育園職員をしている。県内４人目のコロナ感

染者の方の絵本の読み聞かせイベントに子ども

（勤務先の保育園に在園）と一緒に参加した。 

① ７月３日（金）：保健所から「イベント参加

者は問題ない。」と伺った。 

② ７月４日（土）：保健所から「濃厚接触者の

対象になるのでPCR検査を受けてほしい。」

と言われ、親子ともに陰性であったが、「一

週間は親子とも保育園に行かないで自宅待

機をして様子を見てほしい。」と言われた。 

③ ７月４日（土）：保育園長に状況を伝えたと

ころ、園長は「早速保護者・職員に伝えたい。」

と言われた。 

④ ７月６日（月）：保健所から「濃厚接触者と

捉えるかどうか検討中で自宅待機について

決まり次第連絡する。」と連絡あり。 

⑤ ７月７日（火）：保健所から「検討の結果、

濃厚接触者とは言えないので明日から勤務

されても差し支えない。」との連絡あり。 

⑥ 保育園長に伝えたところ、「保護者からどこ

のクラス？名前は？」といった問い合わせが

殺到しているとのこと。 

明日登園するのがとても不安。 

 

 

傾聴及び助言 

 



Administrator
スタンプ











鳥取県の新型コロナウイルス感染症に係る差別や偏見への対応 
 

１ これまでの取組 
（１）鳥取県ＨＰ（とりネット）での呼びかけ 

人権への配慮、差別・偏見・誹謗中傷禁止に関するお願い事項 

新型コロナウイルス感染症と闘っている患者の方、感染リスクを抱えながら命と健康を守る医療行為を行

っている医療関係者、社会経済活動を維持する上で不可欠な仕事に従事している職種の皆様がいます。 

 これらの方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷は決して許されません。公的機関の正確な情

報に基づき、冷静な行動に努めるとともに、これらの方々をみんなで応援しましょう。 

 また、生活圏が鳥取県内である方も含め、通勤、通院、介護、買物、出張等で、県外から来県される方がい

ますが、これらの方々に対する嫌がらせや誹謗中傷に関する相談が寄せられています。 

 これらの方々に対する差別、偏見、誹謗中傷も決して許されるものではありません。県外ナンバー車など

への親切心を鳥取県民の誇りとしましょう。 

 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染しうる病気です。また、我々が闘うべき相手は、人ではなくウ

イルスです。相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行動しましょう。 

人権・同和対策課：新型コロナウイルス感染症に関連する偏見や差別を防ぐために 

１．偏見や差別は、公衆衛生上の脅威  

 偏見や差別は、その対象となる人々の心身の健康にダメージを与えるだけではありません。 

差別を恐れて病状を隠したり、感染者が濃厚接触者の追跡調査に協力しなければ、感染を広げてしま

ったり、感染拡大を防ぐ活動の障害になり、感染症の封じ込めを困難にしてしまいます。また、感染

症が流行する前から偏見や差別の対象になりやすい立場の人は、さらに孤立したり、適切なケアを受

けられない可能性が高いことに注意する必要があります。 

 手を洗い、適切な社会的距離を維持することが大事なのと同じように、多様な人々やコミュニティ

を受け入れ、偏見や差別を防ぐことも、重要な公衆衛生上の実践なのです。 

２．私たちにできること  

〇確かな情報、事実を広める 

 正確な情報がないと、人は偏見やステレオタイプ（固定概念）の影響を受けやすくなったり、歪ん

だ偏見が強くなったりします。感染を恐れる気持ちは誰にでもありますが、過剰な反応はかえって社

会の不安をあおってしまいます。 

 公的機関の提供する正確な情報を入手して、危険は危険と、安全は安全と、正しく伝えることが大

切です。適切な生活習慣を保ち、不安に振り回されないようにしましょう。 

〇感染経験者の声を広める 

  感染しても、ほとんどの人が回復します。感染経験者の経験を聞くことで、冷静さを保ち、安心を

得ることができます。 

〇医療関係者等への敬意をもつ 

 医療従事者をはじめ、感染リスクと隣り合わせで働いている人々をたたえることで、彼らに対する

批判や偏見を減らすことができます。 

〇根拠のない話、うわさ、ステレオタイプを正す 

 偏見、差別を広げるようなＳＮＳ等での投稿や、無責任なうわさ話に惑わされないようにするとと

もに、偏見を助長する言説や根拠のない話には異議を唱え、正していくことが大切です。 

医療従事者を応援し、差別はやめましょう。医療従事者に感謝し応援する動画等 

■今、伝えよう！感謝と応援の気持ちを！～コロナウイルスに立ち向かう医療従事者の皆さまへ～ 

(YouTube 動画   2020 年 5 月 14 日～) 

県民の皆さんによる医療従事者の皆さまへの感謝や応援の気持ちを込めたメッセージの配信。 

■倉吉未来中心 ブルーライトアップ ～新型コロナウイルスと闘う医療従事者の皆さまにエールを～ 

倉吉未来中心において、新型コロナウイルスに最前線で立ち向かう医療従事者への感謝の思いをこめ

た“ブルーライトアップ”を臨時休館中の 4月 29日から 5月 6日まで行いました。 

資 料 ４ 

https://youtu.be/E2CIB3DzDeo
http://cms.sanin.jp/p/miraichushin/mirai/4/4/


（２）新聞広告（日本海新聞 ８月１日） 

 

（３）テレビＣＭ（民放 3局 ７月３０日～８月４日） 

 

 

 

（４）鳥取県人権相談窓口での相談支援 
県内３か所に設置している人権相談窓口で、新型コロナウイルス感染症に関する差別等について

の相談にも対応。 

相談窓口 電話 

県庁人権局（県庁本庁舎５階） ０８５７－２６－７６７７ 

中部総合事務所地域振興局 ０８５８－２３－３２７０ 

西部総合事務所地域振興局 ０８５９－３１－９６４９ 

E-mail でのご相談 

jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp   

 

（５）デマ情報、誹謗中傷等のネットサーベイランス 
○インターネットサーベイランスにより、ネット上の新型コロナ感染者等に関する誤った情報、デマ

情報、個人に対する誹謗中傷を随時チェック。 

○デマ情報や不確かな情報に惑わされないよう県民のみなさんに呼びかけ 

○ＳＮＳや掲示板で個人を誹謗中傷する書き込み等が確認されたら、とりネット上に注意を促す文書

掲示 
 
 
 

被害者の訴訟時の証拠として 
県で誹謗中傷等の画像や文章を保存 

 
２ 今後の広報等 
○県民宣言のＰＲ（県民宣言の発表後）※別紙のとおり 

  新聞広告、ＳＮＳを使って「新型コロナからみんなを守る鳥取県宣言」のＰＲを実施 

  

対策を強化 

mailto:jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp


（別紙）                         2020/08/06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナからみんなを守る 

鳥取県民宣言 
 

私たちが闘う相手は、新型コロナという「病気」

であり、「人間」ではありません。 

私たちは、鳥取県民としての誇りを持ち、一丸

となって新型コロナと闘います。 

ひとりも取り残されず、誰もが安心して医療を

受けられる地域環境を整え、みんな人間として、

命も健康も、そして平穏な暮らしも、鳥取県民の

優しい心と堅い絆で守り抜きます。 

 
 ○患者・家族など新型コロナの病魔と闘う

方々を応援し、差別的扱いや誹謗中傷は

絶対に許しません！ 
 

○医療従事者をはじめ、新型コロナ治療や 

社会機能維持のため頑張る方々に感謝

し、応援します！  
 

○県外ナンバーなど県外から来ている方々

も、私たちと共に新型コロナと闘う仲間で

あり、お互いに尊重し合います！ 



 
 

報告の概要(令和２年３月～７月報告分) 
 

１ 被差別部落を問い合わせる電話 

発生日時 令和２年６月１２日（金） 午後１時２０分頃に電話あり 

場  所 鳥取県人権文化センター 
内  容 公益社団法人鳥取県人権文化センターに３０～４０代と思われる女性

から電話があり、鳥取市河原町の３か所の地名をあげ、そこが被差別部落

かどうか教えてほしいと言われた。 

 

【内容】 

相手:「ネットでの部落の調べ方を教えてほしい。河原町の○○（地名）

は部落か？△△（地名）、■■（地名）もあるが、ここは部落か？」 

職員:「何のためにお知りになりたいのか？」           

相手:「転居するので、どこが部落か知りたくて。」 

職員:「転居地を決めるのに部落を避けようとするのは部落差別であり、

お教えすることはできない。」 

相手:「転居するのに部落かどうかが分からないのは困る。どこに聞いた

ら教えてもらえるか？」 

職員:「どこであってもお教えすることはない。」 

相手:「ネットで調べれば分かるのに教えてくれないのか？」 

職員:「ネットで調べれば分かると思っているのに、こちらに電話された

のか？」 

相手:「調べ方を確認しようと思って。」 

職員:「お名前をお聞きしてもよいか？」 

相手:「じゃあ、いいです。」（電話を切る）  

対応概要 

 

 

 

 

■対応 

○県人権局に報告 

○人権文化センター内で職員に今回の差別事象の対応について周知した。 

■今後の取組 

○今後、人権文化センター内で、差別事象が発生した場合の対応について

改めて方針を確認し、共有する 
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２ 被差別部落に関する電話について 

発生日時 

及び場所 

南部町役場 令和２年６月５日（金） 午後３時 30 分頃 

大山町役場 令和２年６月 18 日（木） 午後２時 30 分頃 
内  容 

 
米子市在住の 60 代男性（Ｋさん）から南部町役場及び大山町役場に

交際相手の出身地が被差別部落ということが心に引っかかるとの電話

があった。 

 

【南部町役場】（6/5） 

米子市在住の 60 代男性（Ｋさん）から南部町の教育委員会事務局総

務・学校教育課に電話があり、そこから人権・社会教育課に転送。 

 

【内容】 

（酩酊状態で、意味不明の発言もあったが、） 

相手:「現在、交際している女性がいて、大切に思っており、終生一緒に

暮らしていきたいと思っている。その女性が、あるとき自分は、大

山町の○○（被差別部落）の出身であると言い出した。自分は、そ

の地名を聞いたとき、「ドキッ」とした。自分の中の差別心の現れ

ではないだろうか。自分は差別者だ。」 

と言い、落ち込んでいる様子であった。 

職員：「ドキッとしただけでは差別者ということではないのではないか。

むしろ気付けたのは、これまでの学習の成果でではないか。」 

と慰めたが、相手は同じ話を繰り返し、自分を責めて苦しんでいる

様子であった。 

 

【大山町役場】（6/18） 

５０～６０代と思われる男性（後に南部町に電話をしたＫさんと判

明）から大山町の大山支所総合窓口に電話があり、窓口から人権推進室

に転送。 

 

【内容】 

相手：「自分が付き合っている人に住所を聞いたら、大山町の○○（被差

別部落）だと答えた。そこに住んでいるということが心に引っかかる。

被差別部落は常識外。○○というところはすべて被差別部落なの

か？」 

職員：それには、お答えできない。それは間違った考え方である。お付き

合いされている方が被差別部落出身だからと言って何か違いはある

のか。交際相手の気持ちを大切にしてほしい。 

 

  職員との対話後、男性は「わかりました、ありがとうございました。」

と言って電話を切った。 

 

 

 



対応概要 

 

 

 

 

■6 月 19 日（金） 

・大山町と南部町で開催する人権研修会の打合せで、大山町に同和地区に

関する問合せがあり、会話の中に南部町の地区名が出てきたとの話が出

た。 

■6 月 22 日（月） 

・この件について、南部町人権・社会教育課内で情報共有したところ、数

日前に同様の電話を受けた職員がおり、相手が同一人物だと思われるた

め本人（Ｋさん）に連絡を取り、面談することとした。 

■7 月 3 日（金） 

・面談し、本人（Ｋさん）に確認したところ、記憶があいまいであったが、

電話での発言について概ね事実と認めたため、差別意識が改善されるよ

うに話し合いを行った。 

   

■今後の取組 

○職員に今回の事象及び対応について周知を図り、人権研修への積極参加

を呼びかける。（大山町・南部町） 

○町報により町民へも周知予定。（大山町） 

 
 



差別事象検討⼩委員会に報告された部落差別事象の件数 

年 度 件 数 
差 別 事 象 の 内 容 

結 婚 就 職 発 言 落 書 投 書 その他 ( その他の内容 ) 
H12 26     14 10 1 1 ・ホームページへの差別文書（電子メール） 

H13 14     9 4 1     

H14 24     5 15 2 2 ・電話での地区の問い合わせ 

H15 26     14 10   2 ・電話での不動産取引についての問い合わせ 

H16 16     3 11   2 
・ホームページの差別文書（電子メール） 

・電話での地区の問い合わせ 

H17 18       15 1 2 
・電話での地区出身の問い合わせ 

・感想文 

H18 5     1 4       

H19 14     1 6 1 6 

・電話による地区の問い合わせ（2 件） 

・同和地区を差別し個人を誹謗する差別文書

の配布（３件） 

・差別張り紙 

H20 7       6   1 ・土地売買に関する地区の問い合わせ 

H21 4     1 3       

H22 11     3 4 1 3 ・電話による地区の問い合わせ（3 件） 

H23 7     2 2   3 
・電話による地区の問い合わせ（2 件） 

・差別文書の送付（1 件） 

H24 9     5 3   1 ・差別文書の送付 

H25 4     1 2   1 ・人権侵害記載封筒の投棄(1 件) 

H26 3     1 1   1 ・電話による地区の問い合わせ 

H27 2            2 ・電話による地区の問い合わせ(2 件) 

H28 4     1 2   1 ・電話による地区の問い合わせ 

H29 6     2 1   3 
・土地売買に関する地区の問い合わせ 

・⾏政ホームページ意⾒フォームへの書込み 

 (2 件) 

H30 2      2 
・電話による差別発言 

・ホームページ意⾒フォームへの書込み 

R１ 2   1   1 ・電話による地区の問い合わせ 

R２ ３      ３ 
・電話による地区の問い合わせ（１件） 

・電話による地区に関する発言（2 件） 

総  計 20７ 0 0 64 99 7 3７  

（注）この資料は、市町村が把握し、県に報告があったものであり、県内で発生した全ての差別事象を 

記載したものではない。 

資料６ 


